
 

西宮市認可外保育施設における食材費・光熱費等高騰対策支援金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食料品価

格、光熱費等の物価高騰の影響を受けた認可外保育施設を運営する事業者に対し、支援金

を給付するにあたり、必要な事項を定めるものとする。 

（交付対象者） 

第２条 交付対象となる者（以下、「交付対象者」という。）は、申請時に西宮市内にお

いて次に掲げる施設を設置し、事業を実施する者とする。 

 （１）児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第５９条の２に

規定する届出を行っている認可外保育施設（居宅訪問型保育事業を除く。） 

（交付額） 

第３条 支援金の額は、別表左欄の基準に基づき、右欄の金額とする。 

（交付の申請） 

第４条 支援金の交付を受けようとする者は、支援金交付申請書を市長が必要と認める

書類を添えて、その定める期日までに市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、交付申請者に対し、前項の規定により提出を

受けた書類に追加して、必要な書類の提出を求めることができる。 

（交付の決定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査す

るとともに、必要に応じて行う現地調査等により、支援金の交付の適否を決定する。 

２ 市長は、前項の規定により支援金の交付を決定したときは、支援金の額、交付時期

その他必要な事項を記載した交付決定通知書により、交付しないことを決定したとき

は、その旨を記載した不交付決定通知書により、当該申請者にその決定を通知する。 

３ 市長は、支援金の交付を決定する場合において、支援金の交付の目的を達成するた

め必要があると認めるときは、条件を付することができる。 

（申請の取下げ） 

第６条 支援金の交付を申請した者は、前条第２項に規定する交付決定通知書を受領し

た場合において、当該決定の内容又はこれに付された条件により難いと認めるときは、

市長の定める期日までに、文書で申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る支援金の交付の決

定は、なかったものとみなす。 

（事情変更） 

第７条 市長は、第５条第２項の規定による交付の決定の通知をした後において、市の

財政状況その他特段の事情の変更が生じた場合には、その決定の全部若しくは一部を

取り消し、又は決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。 



 

２ 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消し、または決定の内容もしくは条件

を変更したときは、すみやかにその旨を当該交付対象者等に通知する。 

（交付） 

第８条 市長は、第５条の規定による交付決定をしたときは、交付対象者に対し速やか

に支援金を交付する。 

（決定の取消） 

第９条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金

の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(１) 支援金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(２) その他法令、条例若しくはこの要綱又はこれらに基づき市長が行なった指示に

違反したとき。 

２ 第７条第２項の規定は、前項の規定による取消しをした場合について準用する。 

（支援金の返還） 

第１０条 市長は、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当

該取消しに係る支援金が既に交付されているときは、返還する支援金の額、納付期限

その他必要な事項を記載した返還命令書により、速やかに当該交付対象者に対し、そ

の返還を命じなければならない。 

（補則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

付 則 

１ この要綱は、令和４年１２月２１日から施行する。 

２ この要綱は、西宮市補助金制度に関する指針に基づき、３年以内ごとに見直しを行う

ものとする。 

 

   付 則 

この要綱は、令和５年８月８日から施行する。 

 

付 則 

この要綱は、令和５年１２月１５日から施行する。 

 



 

別表（第３条関係） 

交付を受けようとする年度の４月１日時点

の利用定員と、在籍児童数のうち小さい方の

人数 

支援金額 

０～９人 １８，０００円 

１０～１９人 ５４，０００円 

２０～２９人 ９０，０００円 

３０～３９人 １２６，０００円 

４０～４９人 １６２，０００円 

５０～５９人 １９８，０００円 

６０～６９人 ２３４，０００円 

７０～７９人 ２７０，０００円 

８０～８９人 ３０６，０００円 

９０～９９人 ３４２，０００円 

１００～１０９人 ３７８，０００円 

１１０～１１９人 ４１４，０００円 

１２０～１２９人 ４５０，０００円 

１３０～１３９人 ４８６，０００円 

１４０～１４９人 ５２２，０００円 

１５０～１５９人 ５５８，０００円 

１６０～１６９人 ５９４，０００円 

１７０～１７９人 ６３０，０００円 

１８０～１８９人 ６６６，０００円 

１９０～１９９人 ７０２，０００円 

２００～２０９人 ７３８，０００円 

２１０～２１９人 ７７４，０００円 

２２０～２２９人 ８１０，０００円 

２３０～２３９人 ８４６，０００円 

２４０～２４９人 ８８２，０００円 

２５０～２５９人 ９１８，０００円 

２６０～２６９人 ９５４，０００円 

２７０～２７９人 ９９０，０００円 

２８０～２８９人 １，０２６，０００円 

２９０～２９９人 １，０６２，０００円 

 



 

（令和５年１２月実施分） 

交付を受けようとする年度の４月１日時点

の利用定員と、10 月１日時点の在籍児童数

のうち小さい方の人数（４月２日以降開設の

施設は開設日時点の上記人数） 

支援金額 

０～９人 １５，０００円 

１０～１９人 ４５，０００円 

２０～２９人 ７５，０００円 

３０～３９人 １０５，０００円 

４０～４９人 １３５，０００円 

５０～５９人 １６５，０００円 

６０～６９人 １９５，０００円 

７０～７９人 ２２５，０００円 

８０～８９人 ２５５，０００円 

９０～９９人 ２８５，０００円 

１００～１０９人 ３１５，０００円 

１１０～１１９人 ３４５，０００円 

１２０～１２９人 ３７５，０００円 

１３０～１３９人 ４０５，０００円 

１４０～１４９人 ４３５，０００円 

１５０～１５９人 ４６５，０００円 

１６０～１６９人 ４９５，０００円 

１７０～１７９人 ５２５，０００円 

１８０～１８９人 ５５５，０００円 

１９０～１９９人 ５８５，０００円 

２００～２０９人 ６１５，０００円 

２１０～２１９人 ６４５，０００円 

２２０～２２９人 ６７５，０００円 

２３０～２３９人 ７０５，０００円 

２４０～２４９人 ７３５，０００円 

２５０～２５９人 ７６５，０００円 

２６０～２６９人 ７９５，０００円 

２７０～２７９人 ８２５，０００円 

２８０～２８９人 ８５５，０００円 

２９０～２９９人 ８８５，０００円 
 


